
首都直下地震想定被害 

 「中央防災会議」は、平成１７年９月に「首都直下地震対策大綱」を公表しました。この中では、政治、行政、経済の中枢機関に障

害が発生すると、我が国全体の国民生活、経済活動に支障が生じてしまうため「首都中枢機能の継続性確保」が首都直下地震対策と

して不可欠であるとされており、また、経済・社会活動の継続性確保を図る上で港湾物流の果たすべき役割は、非常に重要です。 

【東京湾北部地震M7.3による甚大な経済被害想定】 
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出典：中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」より 



港湾の機能の継続性確保 

 港湾では、様々な事業者が関連して物流を支えています。そのため、大規模地震発生時の港湾の機能の継続性確保に

は、関連する事業者の連携による協働体制が必要となります。 

注）ＢＣＰ＝Business Continuity Planの略。 

  災害時に特定された重要業務が中断しないこと、また万一、事業活動が中断した場合に目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧
客取引の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略。バックアップシステムの整備、バックアッ
プオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、生産設備の代替などの対策を実施する。(政府広報オンラインの時事用語解説より) 

広域的連携協働体制づくりを推進 

 東京湾には、管理者の異なる複数の港湾が存在します。個々の港湾の機能の継続性確保には、広域的な港湾間の 

連携も必要となります。そのため、港湾に係わる様々な組織の広域的連携協働体制づくりを推進します。 
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･港は様々な関係者の複雑かつ高度なネット 
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・ネットワークが切れると協働体制が働かない。 
・関係者の内、１つでもサービスの提供ができな 
 いと港湾の機能が維持できなくなる。 
(ボトルネックとなる関係者の能力が港湾全体の能力を 
決定する。） 
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背景 
：阪神淡路大震災 
：９.１１テロ 
 
被災想定の対象地震 
：首都直下地震 
 
目的 
：国民生活への被害
の最小化 
：首都圏地域や我が
国経済の早期復旧・
国際競争力の確保 
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：複数港被災   
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の高まり 
：BCP策定促進 

応急復旧の取
組対象の優先
度の検討等々 

東日本大震災(広域災害)を経て防災意識が高まり、
BCPの充実、連携強化等が求められるようになった。 
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 した港湾物流 
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大規模地震対策の推進 

 大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の輸送を確保するため、耐震強化岸壁(※1)の整備、緊急輸送ル 

ートに接続する臨港道路の耐震改良等を実施します。また、国及び都県市が協力して迅速に効果的な応急復旧活動 

を展開し、人的・物的被害を軽減するとともに、我が国の中枢機能の回復を早急に図るため、東京湾臨海部におい 

て基幹的広域防災拠点を整備し、平成２０年度より供用しています。 

 ■耐震強化岸壁の整備 ： 千葉港「葛南中央地区」 

 ■東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点 

発災時の東扇島地区の利用イメージ 

※1 耐震強化岸壁：被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するため、耐震性を強化して建設される岸壁 
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耐震強化岸壁（－７．５ｍ） 

耐震強化岸壁（－１２ｍ） 

東扇島地区 約15.8ha 

・中継拠点（港湾施設を活用   

  して、食料、飲料水等の緊  

  急物資・人員等を主に船舶 

    を利用して、輸送する） 
・物流コントロール（物資の 

    集積、荷捌き、分配、搬出 

    等） 
・活動拠点（警察庁、消防庁 

    及び防衛省の各部隊） 

有明の丘地区 約13.2ha 

・緊急災害現地対策本部 

  （現地における被災情報 

    の取り纏め、災害応急 

     対策の調整） 
・活動拠点（警察庁、消 

    防庁及び防衛省の各部 

    隊） 
・広域医療搬送の拠点等 

着工：平成１４年度 

完成：平成１９年度 


